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場所：川崎市役所 第３庁舎１８階 
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次 第 

 
１ 開会 
   委員長及び副委員長の選任 

 
２ 議題 

（１）本市が考える Wi-Fi の利活用と方向性について 

（２）その他・連絡事項等 

 

３ 閉会 

 
 
 
【配布資料】 

資料１：川崎市の Wi-Fi 網整備の方向性について（案） 

参考資料：自治体 Wi-Fi の整備状況と川崎市の現状について 

  参考資料：各企業の Wi-Fi 取組内容 
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川崎市公衆無線ＬＡＮ環境整備検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 川崎市公衆無線ＬＡＮ環境整備推進部会（以下「推進部会」という。）が、

市域の公衆無線ＬＡＮ環境の整備の検討を行うにあたり、より専門的な立場から効

率的な整備方針や手法等について検討を行うため、川崎市情報化施策の推進に関す

る規則（平成１９年川崎市規則第１２号。）第１２条の規定に基づき、川崎市公衆

無線ＬＡＮ環境整備検討委員会（以下「検討委員会」という｡）を設置する。 

（構成） 

第２条 検討委員会は、１２人以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 携帯電話事業者 

(３) 電気通信事業者 

(４) インターネット接続事業者 

(５) 通信機器製造事業者 

(６) ケーブルテレビ事業者 

(７) その他情報統括監理者が指名する者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期途中に委員が欠けた場合、委員を補うことができる。ただし、その場合の後

任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 副委員長は、委員長の指名する委員とする。 



４ 委員長は、検討委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の事由により職務を遂行でき

ないときは、その職務を代理する。 

（会議の招集） 

第５条 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

（所掌事務） 

第６条 検討委員会は、次に掲げる事項について、専門的な立場から、調査、検討及

び審議を行う。 

(１) 市域の公衆無線ＬＡＮ環境の整備に関すること。 

 (２) その他委員長が必要と認める事項 

２ 検討委員会は、調査、検討及び審議を行った結果を、推進部会等に報告するもの

とする。 

 （意見等の聴取） 

第７条 検討委員会において、委員長が必要があると認めるときは、検討委員会構成

員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、総務局情報管理部ＩＣＴ推進課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委

員長が検討委員会に諮って定めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年２月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



川崎市のWi-Fi網整備の方向性について（案）

2014.5.19

第一回 川崎市公衆無線LAN環境整備検討委員会

資料１



１．川崎市が目指すＩＣＴサービスの方向性“モバイル・ファースト”の考え方について

1

 市⺠のインターネット利⽤はパソコンからモバイル端末に移⾏しつつある。
 「モバイル端末」の強み ⇒ 携帯の簡易性、利⽤の⼿軽さ、即時性

 市⺠の⽇々の暮らしにおいて、さらなる利便性の向上や安全・安⼼な暮らし、地域
⽣活や地域経済の活性化を図るため、ICTを活⽤した⾏政サービスの提供を、スマー
トフォンやタブレット等の「モバイル端末」の利⽤を想定した仕組みへシフトする。

 川崎市のWi-Fi網整備は、こうした取組の⼀助として、また、情報通信の増⼤に合わ
せた⾼速かつ⼤容量の通信インフラとして、市⺠がそれぞれのニーズに合った情報
やサービスをタイムリーかつ⼿軽に受けられることを⽬指すものである。

川崎市モバイルサービス
“モバイル・ファースト”

⾏政サービス
市の施策・魅
⼒情報の提供

地域活動・市
⺠活動などの
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙ

商業・経済・
観光等の情報

防災・安全 教育

“モバイル・ファースト”の
核となる「かわさきWi-Fi」【概念図】

携帯電話回線網



２．Wi-Fiを活用した施策展開
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 Wi-Fiの強み
 携帯電話通信が対応できていない環境への対応（災害時対応、外国⼈来訪者、携帯電話回線⾮契約者等）
 ⼤容量の通信を無料で利⽤可能（携帯電話はパケット利⽤上限が設定されている）

 いつでも、誰でも、モバイル端末を利⽤できる通信環境を「かわさきWi-Fi」によって構築す
る。
 ⾏政サービスの充実、市⺠の情報活動の活発化を実現する。

安⼼安全な暮らし

⼦育て⽀援

都市基盤整備

魅⼒ある都市づくり

市⺠⾃治の推進

プッシュ型・リコメ
ンド型の情報発信

▶ロケーション（現在
位置）や市⺠ニーズに
直結した情報を選別し
配信する。
▶将来的にはWi-Fiを
「公衆網」ではなく、
個⼈認証やセキュリ
ティ対策を施し、「専
⽤網」的なネットワー
クとしてより⾼度な⾏
政サービスに利⽤する
ことも視野に⼊れる。

⾏政サービスのモバイ
ル対応促進

▶情報提供や申請・登
録等、現在提供してい
る電⼦的な⾏政窓⼝
サービスをモバイル端
末により便利・簡易に
利⽤できるようにする。

◯防災拠点での緊急時回線
○⾼齢者の健康づくり・⾒守り

◯⼦育て⽀援SNS・相談
◯動画による育児情報発信

◯交通導線でのWi-Fi整備

◯デジタルアーカイブ促進
◯市⺠からの動画情報発信

◯まちの課題共有
○⾼齢者の⽣きがいづくり

Wi-Fi
活⽤

政策⽬標 利活⽤の例 モバイル⾏政サービス 情報発信⾼度化
【Wi-Fiを活⽤することで強化される政策（例）】



３．Wi-Fiアクセスポイントの設置に関する考え方（イメージ）
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 ⾏政サービス・市⺠活動・防災対策への効果的な活⽤に向けて、公共施設や避難所となる
学校などのアクセスポイントを優先に川崎市が設置する。

 ⺠間施設や観光集客施設については、既存の⺠間通信事業者の設備の活⽤や施設管理者等
の⾃主的な取組を促進する。（横浜市、静岡市、福岡市など）
 ⺠間事業者との連携が不可⽋

 市内のどこでも「かわさきWi-Fi」が利⽤できる環境を整備していく。

学校・公園
（避難所）

公共施設
（市⺠活動関連）

公共施設
（観光⽂化関連）

市役所・区役所

店舗・商業施設
（商店街・地下街）

交通導線
（駅・道路）

集客施設
（⽂化・スポーツ）

集客施設
（観光・イベント）

川崎市が新たに設置 既存⺠間APなどを活⽤⇒段階的に拡⼤通信事業者

Wi-Fiサービス運営

「かわさきWi-Fi」
kawasaki_City_Wi-Fi

統⼀SSIDによって市内
全地域で利⽤可能



４．「かわさきWi-Fi」のフレーム（案）
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 「かわさきWi-Fi」のフレームを以下のよう想定する。
項⽬ 検討内容

利⽤対象者 Wi-Fi接続端末を持つすべての⼈（市⺠・来訪者）

活⽤⽅策
⾏政サービスの提供、Push型情報配信、情報発信の⾼度化
（動画の活⽤）、⾏政と住⺠の双⽅向コミュニケーション、
市⺠活動・経済活動、などへの活⽤

費⽤負担 ⺠間通信事業者等の理解・協⼒を得ながらコストを低減化
し、必要最⼩限の整備及び運⽤費等を川崎市が⽀出

アクセスポイントの整備範囲 学校・避難所、公共施設（川崎市）、交通導線、商店街・
地下街、集客施設（⺠間と連携）←段階的なエリア拡⼤

整備・運⽤⽅法 ⺠間通信事業者への委託によってサービスを提供する

セキュリティ フィルタリング、アクセスログ保管、利⽤者登録の実施
（暗号化や利⽤制限については、事業者とも協議する）

SSID（サービス名称） 川崎市固有のSSIDを設定する
（「kawasaki_City_Wi-Fi」など）



自治体Wi-Fiの整備状況と川崎市の現状について

2014.5.19

第一回 川崎市公衆無線LAN環境整備検討委員会

参考資料



1.自治体Wi-Fiの整備事例①

1

 ⾃治体によるWi-Fi整備が広がっている。
 整備の背景は、Wi-Fi端末の増加、SNS需要の⾼まり、海外観光客へのサービス向上。
 東京オリンピック開催に向けて、さらなる整備が期待されている。

【最近の⼤規模な⾃治体Wi-Fi整備事例（⾃治体⾃ら運営するサービスの例）】

⾃治体
ロゴ

福岡市 京都市 沖縄市 那覇市

AP数 293カ所（2014.4） 385カ所（2013.5） 37カ所（2014.3）
*通り全体をカバー 115カ所（2013.8）

主なAP設
置か所

市役所ロビー、博物館・美
術館・図書館、商業施設、
銀⾏、地下鉄、空港、ホテ
ルなど

バス停、地下鉄、公共施設、
商業施設

商店街・ストリート、観光
施設、商業施設、市役所ロ
ビー

商店街、バスターミナル、
空港、博物館・美術館、
商業施設、空港など

SSID 「Fukuoka_City_Wi-Fi」 「KYOTO_WiFi01」
、「KYOTO_WiFi02」

「Free_Koza_Wi-
Fi_Okinawa_City」 「NAHA_City_Wi-Fi」

主な付加
サービス
予定も含む

観光ポータルサイトとの連
携、スタンプラリー、災害
時開放、台湾とのローミン
グ

災害時開放 観光ポータルサイトとの連
携、災害時開放

観光ポータルサイトとの
連携、ARスタンプラリー

資料出所：情報通信総合研究所作成資料



1.自治体Wi-Fiの整備事例②
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 通信事業者のサービスを利⽤して整備する事例も増加している。

⾃治体
ロゴ

横浜市 函館市 ⾦沢市

AP数 536カ所
（2013.6）

12施設、市電、空港連絡バス
（2012.3）

公共施設10＋店舗等
（2013.11）

主なAP設置か
所 観光施設、商業施設、地下街など 市電・停留所、バスターミナル・バ

ス、観光施設など
市役所ロビー、美術館・ホール、観
光施設、⾦沢駅地下街など

SSID 「0000FLETS-PORTAL」 「Wi2premium」ほか FREESPOTおよび各社サービスに準
じる

主な付加サー
ビス

予定も含む

観光ポータルサイトとの連携、災害
時開放 災害時開放 スマホアプリ・スマホ対応Webとの

連携

備考 au系サービス契約者以外は、有料と
なる（外国⼈観光客も有料）

公共施設は市が設置、店舗等には⺠
間事業者の設置を促す⽅式で整備
（市が仲介する）
利⽤料⾦・接続⽅法は事業者のプラ
ンそのまま（有料のケースもある）

資料出所：情報通信総合研究所作成資料



２．自治体のWi-Fi導入状況①：導入率
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 公衆無線LANサービスを提供している団体は、約3割。
 平成24年度・25年度に導⼊している団体が半数以上を占める。

平成25年度
21.0%

平成24年度
34.9%

平成23年度
16.6%

平成22年度
8.6%

平成21年度
2.4%

それ以前
16.6%

公衆無線LANサービスの提供状況 (n=1240) 公衆無線LANサービスの導⼊時期 (n=338)

資料出所：北陸総合通信局「情報セキュリティセミナー」配布資料
平成25年度 総務省「電波の有効利⽤促進のための安全な無線LANの利⽤に関する普及啓発事業」
地⽅公共団体における公衆無線LANサービス状況調査結果

提供している
27.3％

提供に向けて具体的な
検討をしている

9.6%
必要性は感じているが、

具体的な検討はしていない
41.7%

必要性も感じていないし、
提供の予定もない

21.7%



２．自治体のWi-Fi導入状況②：導入形態
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 「FREESPOT等のサービスを通じて提供」が42.9%と最も多い。7割以上が「FREESPOTや
通信事業者のサービスを利⽤して提供」しており、「⾃団体で提供」が25.7%と最も少な
い。

 平成23年度以降、通信事業者のサービスを利⽤して提供している団体が増加傾向にある。
公衆無線LANサービスの導⼊状況(n=338) 年度別の公衆無線LANサービス導⼊状況(n=338)

19.7 

25.4 

30.4 

20.7 

50.0 

28.6 

38.0 

31.4 

51.8 

62.1 

50.0 

53.6 

42.3 

43.2 

17.9 

17.2 

0.0 

17.9 

0 20 40 60 80 100

平成25年度
(n=71)

平成24年度
(n=118)

平成23年度
(n=56)

平成22年度
(n=29)

平成21年度
(n=8)

それ以前
(n=56)

貴団体⾃ら公衆無線
サービスを導⼊し、
提供している

「FREE SPOT」等
の誰でも無料で利⽤
できる公衆無線LAN
サービスを通じて提
供している
携帯電話会社や通信
事業者と連携し、各
社の公衆無線LAN
サービスを通じて提
供している

貴団体⾃ら
公衆無線LANサービスを
導⼊し、提供している

25.7%

「FREE SPOT」等の誰でも
無料で利⽤できる公衆無線LANサービスを

通じて提供している
42.9%

携帯電話会社や
通信事業者と

連携し、各社の
公衆無線LANサービスを

通じて提供している
31.4%

資料出所：北陸総合通信局「情報セキュリティセミナー」配布資料
平成25年度 総務省「電波の有効利⽤促進のための安全な無線LANの利⽤に関する普及啓発事業」
地⽅公共団体における公衆無線LANサービス状況調査結果



２．自治体のWi-Fi導入状況③：アクセスポイント設置施設
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 アクセスポイントは⾏政・公共施設に置かれているケースが多い。
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10.3

10.3
24.1

17.2

33.3

2.3

16.1

3.4
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6.9
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8.0

9.2

1.1
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4.6

1.1 

2.3
12.6
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都道府県・市区町村庁舎（分庁舎も…
図書館

博物館・美術館
体育館・運動場

公⺠館
観光案内所・インフォメーションセ…

公共の観光施設
⺠間の観光施設

劇場・ホール
会議施設

⼤学・学校
鉄道駅

空港
港湾

道の駅
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⾃団体で公衆無線LANサービスを提供(n=87) FREESPOT等や携帯電話会社、通信事業者等を通じ提供している団体 (n=251)

資料出所：北陸総合通信局「情報セキュリティセミナー」配布資料
平成25年度 総務省「電波の有効利⽤促進のための安全な無線LANの利⽤に関する普及啓発事業」
地⽅公共団体における公衆無線LANサービス状況調査結果
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 2013.11.8に試⾏的に開始
 NTT東⽇本の「フレッツ光ステーション」を利⽤
 利⽤者はメールアドレスとパスワードを登録、認証することでインター

ネットに接続可能
 利⽤時間は⼀⽇最⼤30分（15分×2回）
 利⽤施設は各区役所
利⽤施設 利⽤場所 利⽤時間

川崎区役所 2階区⺠課窓⼝付近 区役所開庁時間と同じ

【平⽇】08:30-17:00
【⼟曜開庁】08:30-12:00

幸区役所 1階区⺠課窓⼝付近
中原区役所 1階区⺠課窓⼝付近
⾼津区役所 1階市⺠ホール付近
宮前区役所 2階市⺠ホール付近
多摩区役所 1階区⺠課窓⼝付近
⿇⽣区役所 2階総合案内所付近

【特徴】
・キャリアフリーでのインターネット接続

・市政情報の閲覧（動画など展開予定）

・ポータル画⾯は、4⾔語対応【英語、中国語
（繁体字・簡体字）、韓国語】



各企業のWi-Fi取組内容

2014.5.19

第一回 川崎市公衆無線LAN環境整備検討委員会

参考資料


